
農
業
者
に
表
彰
制
度
を

地
域
農
業
の
振
興
に
顕

著
な
成
績
を
残
す
優
良
農
業
経

営
者
の
表
彰
を
。

渋
川
市
認
定
農
業
者
協

議
会
の
中
で
、
選
考
基
準
や
推

薦
方
法
等
を
検
討
し
、
実
施
し

て
い
き
た
い
と
考
え
ま
す
。

安
全
・
安
心
の
国
産
食

料
の
利
用
拡
大
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。
学
校
給
食
に
よ
る
米
飯

給
食
の
拡
大
と
米
粉
パ
ン
の
活

用
を
。

国
産
食
料
の
利
用
拡
大

に
努
め
ま
す
。
米
飯
給
食
の
回

数
は
、
週
３
回
以
上
を
目
指
し

ま
す
。
米
粉
パ
ン
に
つ
い
て
は
、

今
後
検
討
し
て
い
き
た
い
。

農
業
就
業
人
口
は
減
少

の
一
途
で
あ
り
、
担
い
手
不
足

は
深
刻
化
し
て
い
る
。
企
業
の

農
業
参
入
を
含
め
て
多
様
な
担

い
手
対
策
を
。

現
在
の
と
こ
ろ
、
企
業

等
の
参
入
は
で
き
な
い
状
況
で

す
が
、
耕
作
放
棄
地
解
消
計
画

の
策
定
を
踏
ま
え
、
関
係
機
関

と
調
整
し
、
検
討
し
て
い
き
ま

す
。

都
市
計
画
税
の
方
向
性
は

都
市
計
画
税
に
つ
い
て

市
民
の
理
解
と
周
知
の
方
策
は
。

今
後
の
都
市
計
画
税
の
あ
り
方

や
方
向
性
は
。

毎
年
度
送
付
す
る
納
税

通
知
書
に
説
明
欄
を
設
け
て
あ

り
ま
す
。

都
市
計
画
税
制
度
検
討
委
員

会
に
て
検
討
中
で
す
。

協
働
の
確
立
を

厳
し
い
財
政
状
況
の
中

で
市
民
と
行
政
の
「
協
働
」
に

よ
る
地
域
づ
く
り
の
確
立
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。
推
進
を
。

市
で
は
、
平
成
21
年
度

に
（
仮
称
）
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
、

情
報
の
収
集
、
提
供
や
相
談
窓

口
の
設
置
等
、
市
民
活
動
の
支

援
を
行
う
予
定
で
す
。

景
観
法
に
基
づ
く
市
の
計
画
は

平
成
16
年
に
、
市
が
地

域
が
個
性
を
発
揮
し
力
強
く
発

展
し
て
い
く
た
め
の
法
律
、
景

観
法
が
公
布
施
行
さ
れ
た
。
こ

の
法
律
を
考
え
て
の
ま
ち
づ
く

り
、
伊
香
保
温
泉
を
核
と
し
た

観
光
、
白
井
宿
と
白
井
城
跡
の

景
観
計
画
は
。

市
内
に
は
伊
香
保
温
泉

石
段
街
や
白
井
宿
を
は
じ
め
と

し
て
特
色
あ
る
景
観
が
点
在
し

て
い
ま
す
。
良
好
な
景
観
は
豊

か
な
生
活
環
境
や
観
光
な
ど
の

面
で
、
ま
ち
づ
く
り
の
重
要
な

課
題
で
す
。
今
後
、
市
内
に
良

好
な
景
観
が
ど
こ
に
ど
れ
く
ら

い
あ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
景

観
行
政
を
行
う
必
要
が
あ
る
の

か
十
分
に
調
査
し
ま
す
。

景
観
行
政
団
体
へ
の取

り
組
み
は

こ
の
法
律
を
活
用
し
て

景
観
行
政
団
体
と
な
り
、
合
併

新
市
の
さ
ら
な
る
均
衡
あ
る
発

展
に
取
り
組
む
考
え
は
。

景
観
行
政
団
体
と
な
る

た
め
に
は
県
と
の
協
議
が
必
要

で
す
。
県
の
同
意
を
得
る
に
は
、

市
と
し
て
の
景
観
行
政
の
課
題

や
景
観
形
成
方
針
・
景
観
計
画

な
ど
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ

る
た
め
、
今
後
研
究
し
ま
す
。

農
業
振
興
地
域
と
のか

か
わ
り
は

本
市
は
東
京
か
ら
１
時

間
、
純
農
村
地
帯
で
あ
り
、
人

の
命
、
健
康
、
水
と
緑
、
環
境

と
国
土
の
保
全
な
ど
を
守
る
こ

の
法
律
に
よ
る
景
観
と
こ
の
地

域
の
農
業
と
の
か
か
わ
り
は
。

景
観
計
画
区
域
の
う
ち
、

景
観
と
調
和
の
と
れ
た
良
好
な

営
農
条
件
を
確
保
す
る
た
め
、

地
域
の
特
性
に
ふ
さ
わ
し
い
農

用
地
及
び
農
業
用
施
設
等
の
整

備
を
一
体
的
に
推
進
す
る
必
要

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

景
観
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

高
橋
　

敬
　
議
員

農
業
振
興
に
つ
い
て

山h

雄
平
　
議
員

景
観
に
つ
い
て
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渋
川
総
合
病
院
の
医
師
、

看
護
師
の
確
保
は
。

あ
ら
ゆ
る
医
師
の
就
業

情
報
を
集
め
、
特
に
県
内
及
び

地
元
出
身
者
に
積
極
的
な
働
き

か
け
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

病
院
改
革
プ
ラ
ン
の
基

本
は
。

改
革
プ
ラ
ン
で
は
、
医

師
の
招
へ
い
、
医
療
連
携
の
強

化
、
高
精
度
放
射
線
治
療
装
置

の
導
入
な
ど
を
進
め
、
患
者
増
、

収
入
増
を
図
り
、
平
成
25
年
度

で
経
常
収
支
が
黒
字
、
病
床
利

用
率
80
％
以
上
を
目
指
し
ま
す
。

合
併
４
年
目
、
ど
の
よ

う
な
合
併
効
果
が
あ
っ
た
か
。

行
財
政
の
効
率
化
で
は
、

特
別
職
や
市
議
会
議
員
等
の
削

減
で
８
億
円
の
合
併
効
果
が
見

ら
れ
る
ほ
か
、
行
政
事
務
で
も

統
合
な
ど
に
よ
る
一
般
職
員
の

削
減
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

未
調
整
項
目
と
そ
の
調

整
方
法
は
。

旧
市
町
村
で
実
施
し
て

き
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
経
過
を

踏
ま
え
な
が
ら
、
基
本
的
に
は

公
平
性
、
受
益
者
負
担
の
原
則
、

財
政
へ
の
影
響
等
、
総
合
的
観

点
か
ら
調
整
を
進
め
て
い
ま
す
。

市
内
の
企
業
、
中
小
企

業
の
経
営
状
況
は
。

製
造
関
連
企
業
を
中
心

に
厳
し
い
状
況
が
続
い
て
お
り
、

企
業
努
力
に
よ
り
操
業
時
間
の

調
整
等
で
対
応
し
て
い
る
状
況

と
伺
っ
て
い
ま
す
。

市
の
景
気
対
策
、
税
の

収
納
対
策
と
財
源
確
保
の
た
め

の
取
り
組
み
は
。

景
気
対
策
と
し
て
公
共

工
事
の
前
倒
し
等
を
行
う
と
と

も
に
、
財
源
確
保
の
た
め
市
税

の
滞
納
防
止
の
取
り
組
み
、
人

件
費
の
抑
制
、
未
利
用
市
有
地

の
売
却
等
を
進
め
ま
す
。
ま
た
、

企
業
立
地
に
つ
い
て
企
業
訪
問

な
ど
を
行
い
引
き
続
き
研
究
し

ま
す
。

職
員
の
意
識
改
革
と
　
　
　
　
　
　

連
携
の
実
態
と
成
果
は

渋
川
市
と
し
て
の
危
機

管
理
と
再
発
防
止
策
、
そ
し
て

職
員
の
意
識
改
革
と
職
員
間
の

連
携
は
。
ま
た
、
そ
の
成
果
は

出
て
い
ま
す
か
。

職
員
の
不
祥
事
発
覚
後

緊
急
の
部
長
会
議
を
開
き
、
不

正
が
行
わ
れ
た
検
証
を
早
急
に

行
う
こ
と
と
、
各
所
属
に
公
文

書
の
発
行
を
始
め
と
し
た
チ
ェ

ッ
ク
体
制
の
強
化
を
指
示
し
ま

し
た
。
外
国
人
登
録
に
関
し
て

は
複
数
職
員
で
の
チ
ェ
ッ
ク
を

行
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。
再
発

防
止
策
と
し
て
は
、
要
綱
を
定

め
、
所
属
長
に
よ
る
定
期
的
な

事
務
検
査
を
行
う
こ
と
と
し
ま

し
た
。
意
識
改
革
は
、
公
務
員

倫
理
の
研
修
や
所
属
長
と
職
員

の
意
思
の
疎
通
を
図
る
こ
と
、

職
場
の
硬
直
化
を
防
ぎ
人
材
を

刷
新
す
る
た
め
活
発
な
人
事
異

動
に
努
め
ま
す
。
職
員
間
の
連

携
は
、
全
庁
的
に
複
数
職
員
の

確
認
体
制
と
し
、
主
担
当
副
担

当
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
ま

す
。
成
果
に
つ
い
て
は
、
実
施

後
間
も
な
い
た
め
確
認
で
き
ま

せ
ん
が
、
着
実
に
進
め
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

市
民
に
対
す
る
信
頼
の
回
復
は

市
長
・
副
市
長
が
、
市

の
財
政
、
予
算
組
み
も
含
め
て

合
併
４
年
目
、

生
き
残
れ
る
か
渋
川
総
合
病
院

組
織
を
形
成
し
て
い
る
わ
け
で

す
か
ら
、
監
督
責
任
と
今
後
の

市
民
に
対
す
る
信
頼
回
復
に
つ

い
て
、
執
行
側
と
し
て
の
意
見

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

市
民
の
信
頼
を
回
復
す

る
に
は
、
地
道
な
積
み
重
ね
が

必
要
で
す
。
先
ほ
ど
お
答
え
し

た
職
員
の
連
携
、
検
査
体
制
の

充
実
と
職
員
の
意
識
改
革
に
対

す
る
取
り
組
み
を
着
実
に
行
い
、

不
祥
事
を
起
こ
さ
な
い
、
市
民

の
立
場
に
立
っ
て
公
平
公
正
に

行
動
す
る
こ
と
が
信
頼
回
復
の

方
策
と
考
え
ま
す
。

宮
下
　
　
宏

議
員

渋川総合病院

業務に励む職員

職
員
の
虚
偽
公
文
書

作
成
事
件
の
そ
の
後
に
つ
い
て

今
成
　
信
司
　
議
員
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